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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
鷲
尾
英
一
郎
君
提
出
二
川
一
男
厚
生
労
働
事
務
次
官
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
メ
ー
カ
ー
へ
の
業
態
転
換
勧
奨
発
言
の

真
意
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鷲
尾
英
一
郎
君
提
出
二
川
一
男
厚
生
労
働
事
務
次
官
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
メ
ー
カ
ー
へ
の
業
態
転
換
勧
奨
発

言
の
真
意
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
発
言
は
、
研
究
開
発
へ
の
投
資
に
よ
る
新
薬
の
創
出
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
薬
が
創
出
で
き
な
い
場
合

に
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用
促
進
に
よ
る
市
場
構
造
の
変
化
を
踏
ま
え
、
業
態
の
転
換
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
医
薬
品
産
業
は
我
が
国
の
経
済
成
長
の
中
核
と
な
る
重
要
な
産
業
と
し
て
期
待
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
新
薬
の
製
造
販
売
業
者
に
対
し
、
後
発
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
へ
の
業
態
の
転
換
を
推
奨
し
て
い
る

事
実
は
な
く
、
仮
定
の
質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
流
通
の
安
定
性
と
安
全
性
よ
り
も
経
済
性
を
優
先
す
る
よ
う
な
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
メ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
、
強
く

指
導
し
、
是
正
を
求
め
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
後
発
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
に
対

一



し
て
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
）
に
基
づ
き
、
医
薬
品
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
ま
た
、
医
薬
品
の
流
通
の
改
善
及
び
調
整
並
び
に
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
十
五
号
及
び
第
三
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

厚
生
労
働
省
が
所
掌
し
て
お
り
、
当
該
所
掌
事
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
政
指
導
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

二


